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掲示文書一覧（市長分） 令和7年12月8日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 598 納付通知書の公示送達について 国民健康保険課

告示 599 競争入札の参加者資格等についての一部を改正する告示 契約課

告示 600 納税通知書の公示送達について 資産税課

公告 667 一般競争入札について デジタル戦略室

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



姫路市告示第 ５９８号   

令和 ７年１２月 ８日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   納付通知書の公示送達について 

 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を保管してい

るので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

                  記                    

 

１ 送達を受けるべき者の最終確認住所及び氏名 

  別紙のとおり 

２ 送達すべき書類 

 ⑴ 令和７年度（2025年度）国民健康保険料納付通知書 

⑵ 令和６年度（2024年度）国民健康保険料納付通知書 



P.1

（別紙）

最 後 に 確 認 さ れ た 住 所  （ 所 在 地 ） 氏 　名 　（ 　名　 称　 ） 備　　　　考

小野市黒川町１７８３番地レオパレスＯＮＯ　２０５号室 立尾　聡

姫路市御立西二丁目１番３１号くわたハイツ３－２０２ 鈴木　真弓

姫路市林田町林谷２０番地３中村荘Ａ１０２ 張　碩

姫路市田寺一丁目１１番３－４０２号マンションＫプラザ 足立　真二

姫路市豊富町豊富３８６１番地１ 大濵　勝美

大阪府大阪市都島区都島本通５丁目６番２４号 ＪＵＮ　ＭＩＲＥＵ

姫路市飾磨区今在家二丁目１０番地リーブ桜１０１ 梶原　千賀子

姫路市岡田１３６番地１シャトーマキ　５０３ 桂　誠

たつの市揖保川町山津屋１４３番地１ジュネスＹ－１０３号室 藤田　陸

姫路市飾磨区今在家１４２９番地１１アネックス今在家２０２号室 中村　奏斗

姫路市岡田４４８番地１セントグレース９２０　１－Ｃ ＬＡＭＩＣＨＨＡＮＥ　ＫＲＩＳＨＮＡ

酒井　博

姫路市飾磨区上野田六丁目９３番地レオパレス２０１ ＮＧＵＹＥＮ　ＭＩＮＨ　ＡＮＨ

姫路市飾磨区三宅一丁目１６７番地ハッピーコート三宅４０１号 蔡　美穂

姫路市北原２８８番地１パルネット三木２０２ 後藤　寛之

姫路市飾磨区上野田六丁目４５番地２ 尾髙　弘之

　　　公 示 送 達 者 名 簿　（令和７年度国民健康保険料納付通知書）



P.2

（別紙）

最 後 に 確 認 さ れ た 住 所  （ 所 在 地 ） 氏 　名 　（ 　名　 称　 ） 備　　　　考

　　　公 示 送 達 者 名 簿　（令和７年度国民健康保険料納付通知書）

姫路市的形町的形８１７番地１サンリット的形Ⅰ　１０４

神奈川県横浜市神奈川区六角橋２丁目２８番１７－３０１号 梅宮　拓人

姫路市広畑区東新町三丁目１３５番地ロイヤルコーポ広畑５０３号室 ＢＡＴ　ＴＯＥＭ

姫路市広畑区東新町三丁目１３５番地ロイヤルコーポ広畑５０３号室 ＵＮＧ　ＣＨＡＮＮＹ

姫路市広畑区東新町三丁目１３５番地ロイヤルコーポ広畑５０３号室 ＣＨＨＵＮ　ＢＵＮＴＨＯＥＵＮ

姫路市花田町勅旨１９８番地１Ｆ２ ＤＯ　ＴＨＩ　ＮＨＡＩ

姫路市勝原区宮田２８７番地３県住１棟５０４ 西山　宣弘

姫路市飯田７６６番地７ 柴田　侑紀

姫路市上手野８０番地２ 高橋　文隆

姫路市西庄甲４６５番地１レオパレスゴールドリングＣ　２０６ 内海　雅弥

姫路市家島町坊勢７６番地 ＴＲＡＮ　ＨＵＵ　ＮＨＡＴ

明石市林崎町２丁目３番２６号井上マンションⅡ－２０２号 松本　直也

高砂市曽根町２３０１番地の６８ 原野　隆成

高砂市高砂町浜田町１丁目８番２３号リアン高砂３１０号室 播戸　一成



P.1

（別紙）

最 後 に 確 認 さ れ た 住 所  （ 所 在 地 ） 氏 　名 　（ 　名　 称　 ） 備　　　　考

姫路市御立西二丁目１番３１号くわたハイツ３－２０２ 鈴木　真弓

姫路市北原２８８番地１パルネット三木２０２ 後藤　寛之

　　　公 示 送 達 者 名 簿　（令和６年度国民健康保険料納付通知書）



姫路市告示第 ５９９号 

令和 ７年１２月 ８日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

 競争入札の参加資格等についての一部を改正する告示を次のように定める。 

   

競争入札の参加資格等についての一部を改正する告示 

 競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告示第４０８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４項第１号中ケを削り、コをケとし、サをコとし、シをサとし、スをシとし、セ

をスとし、ソをセとする。 

 第６項第４号ア（イ）中「経営事項審査における審査対象事業年度（以下「対象事

業年度」という。）」を「有効な総合評定値通知書」に改める。 

 第１０項中「、ス及びソ」を「及びセ」に改める。 

 第１４項中第１２号を第１３号とし、第８号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ

、第７号の次に次の１号を加える。 

  （８）メールアドレス 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４項、第７項関係） 

受付 

区分 

業者登録申請 業者登録の有効期間 

申請方法 申請期間 始期 終期 

基準 

受付 

電子申請（継続） 

郵便申請（新規・

追加・継続） 

令和７年１２月１２日

から令和８年１月１６

日まで 

令和８年４

月１日 令和１０年

３月３１日 
追加 

受付 

郵便申請（新規・

追加） 

令和８年４月１日から

同年４月末日まで 

令和８年６

月１日 



令和８年５月１日から

同年６月末日まで 

令和８年８

月１日 

令和８年７月１日から

同年８月末日まで 

令和８年１

０月１日 

令和８年９月１日から

同年１０月末日まで 

令和８年１

２月１日 

令和８年１２月１８日

から令和９年１月２０

日まで 

令和９年４

月１日 

令和９年４月１日から

同年４月末日まで 

令和９年６

月１日 

令和９年５月１日から

同年６月末日まで 

令和９年８

月１日 

令和９年７月１日から

同年８月末日まで 

令和９年１

０月１日 

令和９年９月１日から

同年１０月末日まで 

令和９年１

２月１日 

 備考 

１ 郵便申請（別に定める申請場所を宛先とした郵便による申請をいう。以下同

じ。）の場合は、申請期間内に郵便が送達されることを要する。 

２ 電子申請（兵庫県電子申請共同運営システム（以下「システム」という。） 

   を利用した申請書の提出及び郵便等による第４項各号に掲げる書類の提出によ 

   る申請をいう。以下同じ。）の場合は、別に定めるシステムの利用期間内に申 

   請書を提出するとともに、別に定める提出期間内に第４項各号に掲げる書類が 

   提出されることを要する。 

３ 表中「新規」とあるのは、姫路市へ業者登録をしていない者が新たに業者登

録を受ける場合に必要な申請をいう。 

４ 表中「追加」とあるのは、既に姫路市へ業者登録をしている者が業種等を追



加で登録する場合に必要な申請をいう。 

５ 表中「継続」とあるのは、既に姫路市へ業者登録をしている者が次年度以降

も引き続き業者登録を継続する場合に必要な申請をいう。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１０項、第１２項関係） 

格付申請 格付の有効期間 

申請方法 申請期間 始期 終期 

電子申請又は

郵便申請 

令和８年１２月１８日から令和９

年１月２０日まで 

令和９年４月

１日 

令 和 １ ０

年 ３ 月 ３

１日 

郵便申請 令和９年４月１日から同年４月末

日まで 

令和９年６月

１日 

令和９年５月１日から同年６月末

日まで 

令和９年８月

１日 

令和９年７月１日から同年８月末

日まで 

令和９年１０

月１日 

令和９年９月１日から同年１０月

末日まで 

令和９年１２

月１日 

備考 

１ 郵便申請の場合は、申請期間内に郵便が送達されることを要する。 

２ 電子申請（システムを利用した申請書の提出及び郵便等による第１０項に規 

   定する書類の提出による申請をいう。）の場合は、別に定めるシステムの利用 

   期間内に申請書を提出するとともに、別に定める提出期間内に同項１０項に規 

   定する書類が提出されることを要する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の告示の規定は、令和８年４月１日以後に競争入札に参加



する者に係る参加資格等について適用し、同日前に競争入札に参加する者に係る参

加資格等については、なお従前の例による。 



姫路市告示第 ６００号   

令和 ７年１２月 ８日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   納税通知書の公示送達について 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を

保管しているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。  

 

記 

 

１ 送達を受けるべき者の氏名又は名称 

  別紙のとおり 

 

２ 送達すべき書類 

  令和７年度（2025 年度）固定資産税・都市計画税納税通知書  

 

 



固定資産税・都市計画税

令和7年度
納税通知書　公示送達対象者一覧 公示日：令和7年12月8日

No. 氏名・名称

1 磯野　廣石　　　　　　

2 柳　浩善　　　　　



 

 

姫路市公告第 ６６７号   

令和 ７年１２月 ８日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

 

一般競争入札について 

 

 令和７年度 窓口予約サービス実証導入業務委託について、一般競争入札によ

り契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項の規定により下記のとおり公告する。 

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務名 

令和７年度 窓口予約サービス実証導入業務委託 

⑵ 概要 

本市のフロントヤード改革としてＤＸを通じた「しごと・窓口改革」を推進

するため、市民と職員にとって望ましい窓口の姿「行かない・待たない・書か

ない」の実現を目指し、待たない窓口として窓口予約サービスと発券による順

番待ちサービスを連動したサービスを導入する。 

⑶ 委託期間 

  令和８年１月１日から令和８年３月３１日まで 

サービスの構築期間を含む利用期間は、令和 8年 1月 1日から令和 10 年 12

月 31 日までの 36 か月を想定しており、令和 8 年度以降も単年度契約を予定

している。 

⑷ 入札及び開札の日時 

令和７年（2025 年）１２月２３日（火） １４時００分 

 ⑸ 入札及び開札の場所 

   姫路市役所本庁 高層棟５階 デジタル戦略本部会議室 

 ⑹ 担当課 

姫路市デジタル戦略本部 デジタル戦略室 （電話：079-221-2395） 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる条件を全て満たす法人とする。 

⑴ 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）に該当しない



  

者 

⑵ 公告の日の時点で姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２

５日制定）に基づく指名停止を受けていない者及び指名停止の措置要件に該

当しない者 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

る更生手続開始の申立てを含む。）がなされていない者（国土交通省の一般競

争参加資格の再認定を受けている者を除く。）及び民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（国土交

通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。） 

⑷ 姫路市税（納税義務がある場合に限る。以下同じ。）、消費税及び地方消費

税並びに法人税に滞納がない者 

⑸ 他の入札参加申込者の協力会社等として重複参加していない者 

⑹ 競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告示第４０８号）第５

項の規定により業者登録名簿に登録された者で、かつ、業種「コンピュータ・

情報処理関連業務」、詳細業種「システム開発・運用」または「その他」に登

録されている者 

⑺ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５

年４月１日制定）第３条各号のいずれにも該当しない者 

 

３ 入札に必要な書類を示す場所及び日時 

  入札参加申込書、仕様書その他の入札に必要な書類は、公告の日から市ホー

ムページ（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000032201.html）に掲載す

る。 

 

４ 入札参加申込み、入札参加資格の審査等 

⑴ 入札参加申込受付期間 

公告の日から令和７年１２月１２日（金）までの間（姫路市の休日を定める

条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以

下「休日」という。）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで 

⑵ 入札参加申込方法 

デジタル戦略室に事前に電話にて連絡の上、入札参加申込書（二者契約）を

記入し、持参又は電子メールを送付した上で原本を郵送でデジタル戦略室まで

送付すること。 

入札参加申込書と併せて、第２項第４号を証明する書類（納税証明書）及び

同項第７号を証明する書類（契約書写し及び履行内容を証する書類）を提出す



  

ること。 

 ⑶ 入札参加資格の審査 

提出された書類を基に受付後２日（休日を除く。）以内に参加資格の審査を

行い、その結果を入札参加者決定通知書により通知する。 

⑷ 仕様書等に関する質問 

参加申込みを行った者は、仕様書等に関する質問を行うことができる。質問

は所定の様式に記入し、令和７年１２月１２日（金）午後５時までに電子メー

ルで提出すること。質問に対する回答については、全ての参加者に対し、同月

１６日（火）に行う。 

⑸ 入札参加申込みに当たっての注意 

ア 入札参加申込書の記載に当たっては、必ず本市の業者登録を行っている 

業者名、住所等を記入し、登録している印を押印すること。登録と相違があ

る場合は、失格となる。 

イ 入札後において、入札参加資格がないことが判明した場合は失格とし、そ

の者が落札者である場合は、次点を繰り上げる。 

ウ 詳細な注意事項、場所等については、参加申込時に案内書を交付するので、

そちらを参照すること。 

 

５ 入札の無効について 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 

⑵ 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

⑶ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をし 

た者の入札 

⑷ 不正行為によってなされたと認められる入札 

⑸ 金額記入のない、又は明確でない入札書及び入札金額に訂正のある入札 

書による入札 

⑹ 入札者の住所（法人の場合は所在地）、氏名（法人の場合は、法人名及び代 

表者の氏名）の記載及び入札者の押印のない、又は明確でない入札書（代理 

人が入札する場合は、委任者の住所・氏名並びに代理人の氏名の記載及び押 

印のない、又は明確でない入札書）による入札 

 

６ 入札保証金及び契約保証金について 

⑴ 入札保証金は、免除する。 

⑵ 契約保証金については、姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規則第２９号）

第２９条の規定を適用する。 


